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令 和 ６ 年 ２ 月 ８ 日 

都 市 計 画 局 住 宅 室 

すまいまちづくり課 

京都市東九条地区市有地時間貸駐車場事業者募集に関する 

質問及び回答 

Ｑ１ 時間貸駐車場以外に、月極駐車場やカーシェアを導入してもいいでしょうか。 

Ａ１ 仕様書に記載のとおり、使用用途が時間貸駐車場のため、月極駐車場及びカーシェ

アの導入はできません。 

 

Ｑ２ 駐車台数は２５台以下でも問題ないでしょうか。 

Ａ２ 仕様書に記載のとおり、現況の２５台以上となるよう努めてください。 

 

Ｑ３ 設置物について現状の事業者と市の資産区分を開示してもらえるのでしょうか。 

Ａ３ 所在地①については、八条通に面したフェンスのみ本市が整備したものです。 

   所在地②については、一部を除き敷地の周囲を囲むフェンスのみ本市が設置したも

のです。※ 次ページ図面参照 

 

Ｑ４ 現状の売上、入出庫台数を開示してもらえるのでしょうか。 

Ａ４ 現仕様書では、事業者の報告内容について、第三者に開示することを定めていない 

ため、開示できません。 

 

Ｑ５ 不可効力があった場合、使用料を減額していただくことは可能でしょうか。 

Ａ５ 仕様書に記載のとおり、京都市において使用物件を公用または公共用のために供す

る必要が生じ、使用許可を取り消す場合以外は、減額や既納の貸付料の還付はしませ

ん。 

 

Ｑ６ 現況の利用料金から最大料金を１００円下げた金額とした場合、許可はしてもらえ

るのでしょうか。 

Ａ６ 仕様書に記載のとおり、近隣の駐車場と整合性のある均衡な価格とし公共性の保持

に努めてください。 
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使用面積 290 ㎡

使用面積 351 ㎡ 
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本市設置フェンス 


